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平成２３・２４年度 門司植物防疫所において行う契約（ 建設工事」及び「測量・建設「

コンサルタント等 ）に係る競争参加資格の審査の申請等について」

平成２２年１２月２０日

門司植物防疫所長

平成２３・２４年度における、門司植物防疫所が発注する「建設工事」及び「測量・建設コンサルタ

ント等」の契約に係る一般競争又は指名競争に参加するため、平成２３年度当初からの資格を得ようとす

る者は、下記の事項を御了知の上、競争参加資格審査申請書に必要書類を添えて申請して下さい。建設工

事契約については、建設業法に定める経営事項審査を受けていない者は、申請することができません。た

だし、建設業法に定める経営事項審査を受けないで畳工事（畳の取替等をいう ）を行う者は、物品の製。

造・販売等に係る競争契約の参加資格（全省庁統一資格）の資格の種類の「役務の提供等」に申請するこ

ととなっておりますので、ご注意下さい。

記

１ 契約の種類

次に掲げる種類で、これらの業種の区分については、別紙の業種区分表に掲げるとおりです。

(１) 建設工事契約（建設業法第２条別表第１に規定する建設工事に関する契約をいう。以下同

じ ）。

(２) 測量・建設コンサルタント等契約（測量、土地家屋調査、建設コンサルタント等に関する契

約をいう。以下同じ ）。

２ 資格の設定

一般競争（指名競争）に参加する者の資格は、記１の契約の種類ごとに設定し、その審査は、等級

の格付基準による総合数値に応じて次に掲げる等級に区分して行います。

(１) 建設工事契約

① 土木一式工事：Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄの４等級

② 建築一式工事：Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄの４等級

③ その他工事（電気、管及び専門工事 ：Ａ、Ｂ、Ｃの３等級）

(２) 測量・建設コンサルタント等契約

Ａ、Ｂ、Ｃの３等級

３ 申請の時期及び受付場所

平成２３年度当初からの資格の付与を希望する者は、次に掲げる期間内に、記４の必要書類を郵送

もしくは持参により提出して下さい。

また、受付期間終了後も随時に受付業務をしていますが、この場合、希望の入札に間に合わないこ

とがあります。

受付期間等は、下記のとおりです。

(１) 申請書の受付期間

郵送の場合：平成２３年１月４日から平成２３年２月３日（当日消印有効）まで

持参の場合：平成２３年１月１７日から平成２３年１月２１日まで

(各日午前９時から午後５時まで)

(２) 申請書の受付場所

別記１の２のとおり。
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４ 申請に必要な書類

競争参加資格審査申請に必要な書類は、次に掲げるものの中から、契約の種類別に必要なものを提

出していただきます。

http://www.maff.go.jp/pps/j/なお、申請書様式及び申請書記載要領は、植物防疫所ホームページ内（

）からダウンロードにより入手できます。また、別記１の１に掲げる配布場guidance/supply/moj.html
所においても交付します。

(１) 建設工事契約の申請を行う場合

① 一般競争（指名競争）参加資格審査申請書（建設工事）

② 営業所一覧

③ 総合評定値通知書等の写し（競争参加資格申請の直前に通知を受けたもの）

④ 納税証明書（国税通則法施行規則別紙第９号書式その３又はその３の２若しくはその３の

３ ）の写し。

⑤ 共同企業体協定書の写し（共同企業体として申請する場合）

⑥ 共同企業体等調書（共同企業体として申請する場合）

⑦ 申請者が合併新設会社又は合併存続会社で合併後５年未満の場合には当該事実を証明する書

類

⑧ グループ経営事項審査及び持株会社化経営事項審査の結果に基づく申請の場合には企業集団

及び企業集団に属する建設業者についての数値認定書

⑨ 行政書士等の代理申請による場合には委任状

⑩ 前回（２１・２２年度）の資格確認通知書の写し（前回の有資格者のみ）

(２) 測量・建設コンサルタント等契約の申請を行う場合

① 一般競争（指名競争）参加資格審査申請書（測量・建設コンサルタント等）

② 営業所一覧

③ 財務諸表類

④ 登記事項証明書又は登記簿謄本（法人の場合）若しくはその写し

⑤ 登録証明書等（登録を受けている場合）の写し

⑥ 納税証明書（国税通則法施行規則別紙第９号書式その３又はその３の２若しくはその３の

３ ）の写し。

⑦ 行政書士等の代理申請による場合には委任状

⑧ 前回（２１・２２年度）の資格確認通知書の写し（前回の有資格者のみ）

５ 資格審査の結果の通知

審査の結果、競争に参加する資格が決定された場合には、資格の有無及びその等級並びに建設工事

契約にあっては客観的点数を郵送にて申請者あて通知します。

６ 有資格者の登録

記５の有資格者は、門司植物防疫所有資格者名簿に登録します

７ 有資格者の資格の有効期間

競争参加資格者の資格の有効期間は、資格を付与された日から平成２５年３月３１日までとなりま

す。

８ 有資格者としない者

次の(１)から(４)までの一に該当する者は、特別の次条がある場合を除き、有資格者としません。
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（ ） 。 、 、(１) 予算決算及び会計令 昭和２２年勅令第１６５号 第７０条に該当する者 なお 未成年者

被保佐人又は被補助者であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別

の理由がある者に該当します。

(２) 予算決算及び会計令第７１条第１項各号のいずれかに該当し、期間を定めて一般競争に参加

させないこととされた者のうち、当該期間を経過しない者

、 、(３) 申請書及び審査に必要な書類に故意に虚偽の事実を記載した者又はこの者を代理人 支配人

その他の使用人として使用する者

(４) 共同企業体であって、その構成員に(１)から(３)に該当する者を含む者

９ 資格の取消

有資格者が記８に該当することにより、有資格者としての資格を取り消す必要があるときは 「資、

格取消通知書」により通知します。

秘密の保持10
資格の審査に従事する職員は、この審査についての秘密に関する事項は他に漏らすことはありませ

ん。

その他11
(１) この申請により資格を得た者は、随意契約（門司植物防疫所長の行う「建設工事」及び「測量

・建設コンサルタント等」に関する随意契約のみ）にも参加できることとなります。

(２) 会社更生法に基づく更生手続開始の決定又は民事再生法に基づく再生手続開始の決定を受けた

者の取扱について

① 今回の申請時において会社更生法に基づく更生手続申請中の者又は民事再生法に基づく再生

手続申請中の者は、手続開始の決定を受けた者（以下「更生手続開始決定者」という ）とな。

った後に、一般競争（指名競争）参加資格の審査の申請を行うことができます。

② 平成２３･２４年度一般競争（指名競争）参加資格の有資格者として確認を受けた後に更生

手続等開始決定者となった者は、再度の一般競争（指名競争）参加資格の審査の申請を行うこ

とができます。

③ 更生手続等開始決定者であって、再度の一般競争（指名競争）参加資格の申請を行わないと

きは、一般競争（指名競争）において競争参加資格が取り消される場合があります。

(３) 建設工事における、合併等により新たに新設された会社等の取扱について

合併等により新たに新設された会社等とは、次の①から⑤までに掲げる会社をいい、合併等後

の経営事項審査を受けている者は、再度の一般競争（指名競争）参加資格の審査の申請を行うこ

とができます。

① 合併等により新たに会社が設立された場合における新設会社又は合併により、その一方が存

続した場合における存続会社

② 親会社がその営業（建設業）の一部を独立させるために新たに子会社を設立し、子会社が親

会社の当該営業部門を譲り受けたことにより、親会社の当該営業部門の営業活動が廃止され、

又は休止された場合における子会社

③ 新たに会社が設立され、当該会社が他の会社の営業（建設業）の全部又は一部を譲り受けた

ことにより当該営業を譲渡した会社の当該営業部門の営業活動が廃止され、又は休止された場

合における新設会社

④ 既存の建設業者が他の建設業者から営業（建設業）の全部又は一部を譲り受けたことにより

当該営業を譲渡した建設業者の当該営業部門の営業活動が廃止され、又は休止された場合にお

ける当該営業を譲り受けた建設業者
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⑤ 営業（建設業）の全部又は一部を他の会社に承継させるために会社分割を行った会社の当該

営業部門の営業活動が廃止され、又は休止された場合における当該営業を承継した会社

別記１

申請書類の配布及び受付の場所

１ 配布場所

〒８０１－０８４１ 福岡県北九州市門司区西海岸１－３－１０

門司港湾合同庁舎５階

門司植物防疫所庶務課用度係 ℡０９３－３２１－１４０４

〒８１２－００３１ 福岡県福岡市博多区沖浜町８－１

福岡港湾合同庁舎

門司植物防疫所福岡支所庶務課 ℡０９２－２９１－１５７７

会計係

〒８９２－０８２２ 鹿児島県鹿児島市泉町１８－２－３３

鹿児島港湾合同庁舎

門司植物防疫所鹿児島支所会計係 ℡０９９－２２２－３４６０

〒８９４－００３６ 鹿児島県奄美市名瀬長浜町１－１

名瀬合同庁舎

門司植物防疫所名瀬支所庶務係 ℡０９９７－５２－１４５９

２ 受付場所

〒８０１－０８４１ 福岡県北九州市門司区西海岸１－３－１０

門司港湾合同庁舎５階

門司植物防疫所庶務課用度係 ℡０９３－３２１－１４０４

３ この公示に関するお問い合わせ

門司植物防疫所庶務課用度係 ℡０９３－３２１－１４０４
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別 紙

業 種 別 区 分 表

［括弧内は、業種区分の内容です ］。

１ 建設工事契約

１ 土木一式工事、２ 建築一式工事、３ 大工工事、４ 左官工事、５ とび・土工・

コンクリート工事、６ 石工事、７ 屋根工事、８ 電気工事、９ 管工事、 タイル10
・れんが・ブロック工事、 鋼構造物工事、 鉄筋工事、 ほ装工事、 しゅん11 12 13 14
せつ工事、 板金工事、 ガラス工事、 塗装工事、 防水工事、 内装仕上工15 16 17 18 19
事、 機械器具設置工事、 熱絶縁工事， 電気通信工事、 造園工事、 さく20 21 22 23 24
井工事、 建具工事、 水道施設工事、 消防施設工事、 清掃施設工事（建設業25 26 27 28
法第２条別表第１による区分とする ）。

２ 測量・建設コンサルタント等契約

１ 測量（測量法第３条に規定する測量業務 、２ 土地家屋調査（土地家屋調査士法第）

３条に規定する土地家屋調査業務 、３ 建設コンサルタント（公共工事の前払金保証事）

業に関する法律第１９条第３号に規定する建設コンサルタント業務 、４ 建築士事務所）

（建築士法第２３条による登録を受けて行う建築士事務所業務 、５ 計量証明（計量法）

第２条に規定する計量証明業務 、６ 地質調査（地質調査業者登録規程第２条に規定す）

る地質調査業務 、７ 補償コンサルタント（補償コンサルタント登録規程第２条に規定）

する補償コンサルタント業務 、８ その他（その他の業務））


